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第１章 事業概要 

 

１．事業の名称 

事業の名称は、「福岡市公共交通不便地対策事業（デマンド交通）」（以下「本事業」という。）と

する。 

 

２．事業の趣旨 

福岡市では、高齢化の進展などに伴い買い物や通院など日常生活に欠かすことのできない生活

交通の確保が重要となっており、公共交通不便地等における支援制度を強化し地域の実情に応じ

た持続可能な生活交通確保に向けた取組みを、地域や交通事業者、福岡市の三者で共働して進め

ることとしている。 

本事業は、公共交通不便地等において、地域と福岡市において検討した運行計画（素案）につい

て、福岡市公共交通不便地対策補助金交付要綱に基づく支援により、事業者が持つノウハウを活

用し、既存の公共交通と調和したうえで、デマンド交通を活用した運行を行う、地域に根差し、主

体的な取組みを行う交通事業者を募集し、持続可能な生活交通の確保を行うもの。 

 

 

 

３．事業対象区域 

エリア⑨西区（北崎校区） 
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４．業務内容 

要求水準書【別紙１】のとおり。 

 

５．本市との協定関係 

取組みにあたって、交通事業者は本市及び地域と覚書【別紙３】を締結のうえ、本市と事業協定

書【別紙４】を締結する。 

 

 

 

６．事業期間 

運行期間は最長３年間（目標収支率 20％を達成した場合、最長５年間） 

 

７．事業スケジュール 

 

   ※運行開始は令和８年秋頃を目途とする。 
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８．提案事項 

要求水準書【別紙１】を踏まえ、以下の項目に沿った提案を行うこと。（様式２－２） 

 

（１）実施体制 

①実施計画・体制 

・本事業の趣旨に基づき、市や地域と共働で主体的に取り組む計画を提案すること。 

・安定的かつ地域に根差した運行が可能な体制を示すこと。 

②安全性確保 

・乗務員管理や緊急時対応に対する考えや体制を示すこと。 

③事業性確保 

・持続的な事業継続に向けた経費削減の取組みを提案すること。 

 

（２）利便性向上 

①乗車受付 

・利用しやすい乗車受付方法を提案すること。 

②車両 

・利用者の利便性や快適性を加味し適切な車両を提案すること。 

③利便性向上策 

・利便性向上策を提案すること。 

 

（３）利用促進 

①利用促進策 

・利用促進策を提案すること。 

②利用の把握 

・把握すべき項目を提案すること。 

 

（４）価格 

・「運行経費」を提案すること。（様式２－３） 

※運行経費の提案にあたっては、本事業における最長距離である 10.4kmの運行に要する１便あ

たりの経費を上限額として見積もるものとし、実施にあたっては設置する乗降場所や利用を

踏まえて協議を行う。 

・参考資料として、「初期経費」の見積りを提示すること。（様式２－４） 
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第２章 公募手続き等に関する事項 

 

１．応募資格 

（１）応募者の構成 

応募者は、本事業を実施するために必要な能力を備えた企業（法人）とすること。複数の企業

（法人）で事業者グループとして応募する場合は、代表企業を定め、応募及び本事業に必要な諸

手続き等は代表企業が実施するものとする。 

（２）他の応募者との関係性 

応募者は、同一エリアにおける他の応募者と、下記の資本関係又は人的関係にない者とする。 

① 資本関係 

以下のいずれかに該当する場合とする。ただし、子会社（会社法（平成 17 年法律第 86 号。

以下同じ。）第２条第３号及び会社法施行規則（平成 18年法務省令第 12号。以下同じ。）第３

条に規定する子会社をいう。以下同じ。）が会社更生法（平成 14年法律第 154 号。以下同じ。）

第２条第７項に規定する更正会社（以下「更正会社」という。）又は民事再生法（平成 11年法

律第 225 号。以下同じ。）第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除

く。 

ア 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条に規定する親会社をいう。以下同

じ。）と子会社の関係にある場合 

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

② 人的関係 

以下のいずれかに該当する場合とする。ただし、アについては、会社の一方が更正会社又は

民事再生法第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合は除く。 

ア 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

イ 一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法第 67条第１項又は民事再生法第 64条第２項 

の規定に基づき選任された管財人を現に兼ねている場合 

（３）応募者の備えるべき応募資格 

応募者は次の各号の全てに該当する者とする。 

①福岡市内に本店又は支店、営業所等の拠点を有すること。 

②道路運送法第３条第１号に定める一般旅客自動車運送事業の許認可を有する交通事業者であ

ること。 

注１）デマンド交通の運行にあたっては、通常、道路運送法第４条に基づき、一般乗合旅客自

動車運送事業の許可を必要とするが、本事業における実証運行時は、同法第 21条に基

づく運送も考えられることから、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自

動車運送事業者による応募も可とする。 

③地方自治法施行令第 167 条の４に該当する者でないこと。 

④本公募要綱公示日から最優秀提案者決定の日までの間に、本市から福岡市競争入札参加停止 

等措置要領（以下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受 

けている期間がないこと。 

【競争入札参加資格停止措置及び排除措置一覧 URL】 
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https://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/contract/04.html 

⑤本社所在地の市町村税を滞納している者でないこと。 

⑥会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者、民事再生法に基づく再生手続 

開始の申立てがなされている者、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又 

は会社法に基づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分 

を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。）第２条第６号及 

び福岡市暴力団排除条例（平成 22年条例第 30号。以下同じ。）第２条第２号に規定する暴力 

団員である者、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する者のある者、若しくは、同条例第 

２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

 

 

２．公募の日程 

  ＜事業提案募集の流れ＞※日程は変更となることがあります。 

  公募要綱等の公示    令和８年３月２日（月） 

  公募説明会参加申込締切   令和８年３月５日（木）17時まで 

  公募説明会     令和８年３月６日（金）15時から 

 質問書の受付    令和８年３月 10日（火）17 時まで 

 質問書への回答の公表   令和８年３月 13日（金）17 時まで 

 応募表明書等の提出   令和８年３月 30日（月）17 時まで 

 企画提案書の提出    令和８年４月 13日（月）17 時まで 

 提案評価委員会    令和８年４月下旬予定 

 最優秀提案者決定の通知   令和８年４月下旬予定 

 

３．応募手続き 

（１）公募要綱等の公示 

公募要綱を含む公募資料一式（以下「公募要綱等」という。）については本市のホームページか

らダウンロードすることができる。なお、事務局では配布していない。 

 

（２）公募説明会 

本公募に関する説明会を次のとおり実施する。参加する場合は令和８年３月５日（木）17 時ま

でに、「公募説明会参加申込書」（様式３－１）を電子メール若しくはＦＡＸで「第３章 ７．事務

局」へ提出し、提出した旨を電話で連絡すること。また、参加にあたってはこの公募要綱等を持参

すること。説明会においては質疑応答の時間は設けず、「（３）質問書」における書面でのみ受け付

けるため留意すること。 

なお、公募説明会に参加しなくとも本公募に応募することは可能であり、参加しないことによ

り審査が不利になることはない。 

１) 日 時：令和８年３月６日（金）15時から 

２) 方 式：対面及び会議サービス「Teams」などを用いたオンラインのハイブリッド方式 
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３) 会 場：ＴＫＰエルガーラホール 7階 会議室２ 

      （福岡市中央区天神１丁目４番２号） 

４) 参加者：１社あたり２名または２アカウントまでとする。 

※オンラインでの参加を希望する者へは、公募説明会参加申込書に記載された連絡先へ電子

メールで参加方法を案内する。 

※参加者側で必要な機材（PC等）の準備を行うこと。 

 

（３）質問書 

公募要綱等に記載された内容に関する質問がある場合は、下記のとおり提出すること。 

 １) 提出期限・方法 

令和８年３月 10日（火）17時までに、「質問書」（様式３－２）を電子メール若しくはＦＡ

Ｘで「第３章 ７．事務局」へ提出し、提出した旨を電話で連絡すること。 

 ２) 回答 

質問に対する回答は、令和８年３月 13日（金）17 時までに福岡市ホームページ内の下記に

掲載する。 

    ［掲載場所］ 

HOME＞創業・産業・ビジネス＞入札・契約・公募＞各所管課が公募する競争入札、提案競技等＞質問と回答 

http://www.city.fukuoka.lg.jp/business/keiyaku-kobo/teiankyogi.html 

 

（４）応募表明 

  本公募への応募を希望する者は、令和８年３月 30日（月）17時までに、「応募表明書」（様式Ａ

－１）及び「役員名簿」（様式Ａ－２）を電子メール若しくはＦＡＸで「第３章 ７．事務局」へ

提出し、提出した旨を電話で連絡すること。 

 

（５）企画提案書 

  企画提案書は、下記のとおり提出すること。なお、企画提案書等で不明な点があった場合は，事

業者へヒアリングを行う。 

 １) 提出期限 

令和８年４月 13日（月）17時必着 

２) 提出場所 

    「第３章 ７．事務局」 

３) 提出方法 

     持参又は郵送 

注１）持参による場合の受付時間は、10 時～17 時とする(土日祝日を除く)。 

注２）郵送による場合は、特定記録郵便又は簡易書留とすること。 

４) 提出書類 

① 応募申込書（様式１－１） 

② 登記事項証明書（法人） 

注１）法務局発行の現在事項全部証明書を提出すること（履歴事項全部証明書でも可）。 
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③ 市町村税を滞納していないことの証明書 

注１）福岡市内に本店又は支店、営業所等を有する者については、福岡市発行の納税証

明のうち「市税に係る徴収金(本税及び延滞金等)に滞納がないことの証明」がな

されているものを提出すること。 

注２）上記以外の者については、所在地市区町村発行の証明書で市町村税の滞納がない

ことが確認できるものを提出すること。 

④ 誓約書（様式１－２） 

⑤ 応募者構成兼委任状（様式１－３） 

注１）事業者グループで応募する場合は提出すること。 

⑥ 直近３年分の決算の財務諸表の写し 

注１）直近３年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、販売一般管理費

明細書の写しを提出すること。 

⑦ 会社概要 

注１）会社案内等、概要が分かるパンフレットやホームページ印刷物でも可とする。 

注２）一般旅客自動車運送事業者の許可証の写しを提出すること。 

⑧ 会社定款 

⑨ 企画提案書提出届（様式２－１） 

⑩ 企画提案書（様式２－２） 

注１）Ａ４、片面印刷、フォントサイズは 11pt 以上で作成し、提出にあたってはクリ

ップ留めとすること。 

注２）様式内に注記している添付資料についても、必要に応じて提出すること。 

⑪ 運行経費に係る提案価格書（様式２－３） 

⑫ 初期経費内訳書（様式２－４） 

※上記の書類のうち、②、③については、提出日前３か月以内に発行された原本を提出するこ

と。 

※事業者グループとして申込みを行う場合は、②～④、⑥～⑧はグループ内の事業者分も提出 

すること。 

５) 提出部数 

・①～⑫の正本：１部 

６) 電子データの提出 

①各様式の電子データをＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに保存し、１部提出すること。 

②電子データの保存形式は、Microsoft Word データについては「*.docx」、Microsoft Excel  

データについては「*.xlsx」、Microsoft PowerPoint データについては「*.pptx」とする 

こと。 

③各様式・添付資料をすべて PDF 形式で保存し、添付すること。なお、電子データ化にあた 

り、検索機能が利用できる形式とすること。 

７) 提出書類の取り扱い 

①提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。ただし、明らかな誤字・脱

字の場合は、この限りではない。 
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②提出書類は返却しない。なお、提出書類は、選定に至った場合に使用するほかは、提案審

査以外の目的で使用しないものとする。ただし、福岡市情報公開条例第 7 条に定める非公

開情報（個人情報や法人等の利益を害するおそれがある情報など）を除き、原則公開の対

象となる。 

③提出書類は、提案審査の事務に必要な場合、複製することがある。 

④選定された提案は、福岡市や地域住民等関係者との協議により、内容の変更を求めること

がある。 
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４．最優秀提案者の選定 

（１）評価の体制 

本市は、各応募者の提案内容に対する評価を行う提案評価委員会を設置している。提案評価委

員会の委員は下表に示すとおりである。 

 

（表２－１）提案評価委員名簿（敬称略）※役職は令和８年３月２日時点 

氏名 役職 

① 委員長 稲永 健太郎 九州産業大学 理工学部 情報科学科 教授 

② 副委員長 松永 千晶 福岡女子大学 国際文理学部 環境科学科 准教授 

③ 委員 藤田 和子 公認会計士・税理士 

④ 委員 小林 由希子 市民局コミュニティ推進部長 

⑤ 委員 松岡 淳 住宅都市みどり局都市計画部長 

 

（２）提案の審査及び最優秀提案者の決定の方法 

提案の審査及び最優秀提案者の決定の方法は、以下のとおりである。 

 

（図２－１）最優秀提案者選定のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
企画提案書類の受付 

応募資格要件を 

満たしていない場合 
応募資格審査 失格 

要求水準を 

満たしていない場合 要求水準の適合審査 失格 

価格評価 

総合評価 

加点 

最優秀提案者及び次順位提案者の選定 

失格 
内容評価点が５割に満たない場合 

「１.実施体制」の５割（150点）に

満たない場合 

内容評価 
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１) 応募資格審査 

本市は、提出書類をもとに、応募者が「本章 １．（３）応募者の備えるべき応募資格」に

示す応募資格を満たしているか審査する。なお、本市は、提出書類を審査した上で必要がある

と判断した場合、提出書類の補足若しくは再提出又は追加書類の提出を求めることがある。 

応募資格を満たしていない場合は、失格とする。なお、応募資格審査の結果は、提案審査に

反映するものではない。 

２) 要求水準の適合審査 

本市は、応募者から提出された企画提案書に記載された内容が要求水準を満たしているか

審査する。なお、本市は、提出された企画提案書を確認したうえで必要があると判断した場合

は、応募者に文書で質問し、回答を求めることがある。 

要求水準を満たしていない場合は、失格とする。 

３) 内容評価 

  応募資格及び要求水準を満たしている応募者については、提案評価委員会において、評価

項目及び配点表【別紙２】に基づき提案内容の評価を行う。 

  評価にあたっては、下記の表に示す「点数付与基準」に示す加算割合に従って評価項目ごと

に得点を算出し、その平均点（小数点第２位を四捨五入）を合計したものとする。内容評価点

の５割に満たない場合、または「１.実施体制」の５割（150点）に満たない場合は失格とする。 

 

（表２－１）内容評価点点数付与基準 

評価区分 評価基準 加算割合 

Ａ 非常に優れている 配点×1.0 

Ｂ 優れている 配点×0.75 

Ｃ 適切な提案がなされている 配点×0.5 

Ｄ やや劣っている 配点×0.25 

Ｅ 劣っている 配点×0 

 

日程については、令和８年４月下旬を予定しており、実施日時等を別途通知する。審査の順

番は、同時に公募している「福岡市公共交通不便地対策事業（オンデマンド交通）その２」の

後とする。 

審査にあたって、応募者が提出した企画提案書の内容について疑義があった場合は、審査前

に質問を送付するため、期日までに回答すること。 

内容評価点が５割（300点）に満たない場合、または「１.実施体制」が５割（150点）に満

たない場合は失格とする。 

４) 価格評価 

本市は、応募者から提出された「運行経費に係る提案価格書（様式２－３）」より提案価格

の評価を行う。 

提案価格の評価点は、下記の算定方法により算出する。 

  価格評価点 ＝ 最低価格 ÷ 提案価格※ × 配点 （小数点第２位を四捨五入） 
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  ※提案価格 ＝ 運行経費（１便あたり） 

５) 加点項目 

多様な事業者の参画機会を創出することを目的として、下表に示す点数を加算する。 

 

（表２－２）加点点数付与基準 

最優秀提案となった数 割合 加算点 

0 1.0 50.0 点 

1 0.50 25.0 点 

2 0.25 12.5 点 

3 0 0 点 

4 0 0 点 

※最優秀提案となった数は同時に公募している「福岡市公共交通不便地対策事業（オンデマンド交通）

その２」からの通算とし、同公募における最優秀提案者の構成員のうち「マネジメント業務」及び

「運行業務」並びに「システム設定・運用業務」を実施する全ての者を対象とする。この場合、同

一資本の企業も同一の者として見なす。 

 

６) 総合評価 

本市は、各応募者の内容評価点及び価格評価点の合計点数に加点項目を加えた点数を「総合

評価点」とし、それが最大となった提案を最優秀提案とし、「最優秀提案者」を選定する。ま

た、次点の者を「次順位提案者」とする。 

総合評価点が同点の場合は、「内容評価」の評価点が高い者を上位とし、同点の場合は、「１．

実施体制」の評価点が高い者を上位とする。 

応募者が１者の場合、内容評価点の５割（300点）かつ「１.実施体制」の５割（150点）を

満たしていれば最優秀提案者とする。 

 

（３）選定結果の公表等 

選定結果は、提案評価委員会実施の４営業日後の 17時までに書面により通知するほか本市ホー

ムページで公表する。なお、結果に関する異議は一切受け付けない。 

公表内容は、以下のとおりとする。 

・最優秀提案者及び次順位提案者 

・最優秀提案者の提案内容 

なお、市及び地域との覚書締結までに最優秀提案者が以下の事由に該当する場合は、次順位提

案者を最優秀提案者とする。 

・最優秀提案者が、本公募要綱に記載する応募資格を満たさないと本市が判断した場合。 

・最優秀提案者の提案内容が、公募要綱等に記載する条件等を満たさないと判明した場合。 

・本事業の実施に必要な協議及び手続きが整わなかった場合。 

 

（４）応募辞退 

企画提案書提出後に応募を辞退する場合は、令和８年４月 15 日（水）17時までに、「第３章 ７．

事務局」へ辞退届（様式３－３）を持参または郵送で提出すること。なお、すでに受領した書類は

返却しない。 
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（５）留意事項 

条件を満たさない提案を行った場合、提出書類に虚偽があった場合、評価委員等に対する不正

な行為が確認された場合、または事業推進に必要な手続きを行わない場合は失格とする。 

 

 

５．最優秀提案者選定後の流れ 

（図３－１）最優秀提案者選定後のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）覚書・事業協定書の締結 

最優秀提案者は、本市及び地域と覚書【別紙３】を締結する。覚書締結後は、最優秀提案者は事

業者となる。締結に至らない場合は次順位提案者と締結手続きを行う。 

覚書締結後、事業者は本市と事業協定書【別紙４】を締結する。 

 

（２）運行計画の作成 

事業者は、地域と本市の三者で構成される「運行協議会」において、提案内容をもとに運行内容

や利用促進策の検討を行い、本市及び地域、関係機関等と協議のうえ「運行計画」を作成する。 

 

（３）アドバイザー会議 

運行協議会において作成した「運行計画」について、「福岡市生活交通確保に係るアドバイザー

会議（参考資料２）」で広く専門的かつ客観的な視点から意見を聴き、運行計画への反映について

検討を行う。 

なお、運行開始後においても、適宜、本アドバイザー会議を開催し、事業の継続や運行内容の見

直しに係る助言などの意見を聴取することがあるため留意すること。 

 

（４）地域公共交通会議 

（３）の後、運行計画を福岡市地域公共交通会議に付議し、協議を調える。 
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（５）運行準備・手続き等 

道路運送法等関係法令の規定に基づく許認可申請や停留所設置の手続きを行うとともに、地域

住民への周知等（広報活動、説明会など）など運行開始に向けた準備を行う。 

 

（６）運行開始 

（５）の手続きののち、実証運行を行う。 

目標収支率達成に向け、多くの人に利用されるよう、提案内容に基づき、周知・利用促進、利便

性の向上に取り組むほか、適宜、運行協議会等において利用状況の共有を行い、運行に関する課題

を抽出のうえ改善に向けた取組みなどを行う。 

目標収支率 20％を達成した場合は本格運行へ移行し、引き続き、周知・利用促進、利便性向上

に取り組むとともに、インセンティブ制度も活用しながら、地域に根差した生活交通となるよう

取り組みを継続すること。 

なお、本格運行において、運行業務を行う者にあたっては、道路運送法第４条に基づく「一般乗

合旅客自動車運送事業」の許可を取得すること。 

 

 

６．補助金 

本市は、事業協定書【別紙４】を締結した事業者を対象に、「福岡市公共交通不便地対策補助金

交付要綱（参考資料３）」に基づき補助金を交付するため、事業者は本市に対し補助金交付申請を

行うこと。 
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第３章 その他の事項 

１．留意事項 

（１） 提案にかかる一切の費用は、応募者が負担するものとする。 

（２） 書類提出にあたり使用する言語は日本語、単位は計量法（平成４年法律第 51 号。）に規定

するもの、使用通貨は日本円、時刻は日本標準時とする。 

（３） この資料を他の目的のために使用することは禁止とする。 

（４） 本事業の遂行上知り得た情報を本事業以外の目的に利用してはならず、漏らしてはならな

い。本事業の終了等により、その者が本事業に携わらなくなった後も同様とする。 

 

２．構成員の追加・変更 

構成員の追加または変更を求めるときは、その追加・変更により提案内容の履行に支障がでる

ものではなく、また利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれる場合又はやむ

を得ない事情がある場合に限り、対象となる構成員の応募資格を審査し、運行協議会で協議のう

え、これを承認することがある。 

 

３．事業の継続が困難となった場合における措置 

事業者は、事業期間内に経営状況の悪化等により事業の継続が困難となったと判断される場合、

事業撤退を希望する日の半年前までに本市へ申し出ること。 

 

４．疑義対応 

覚書や事業協定書、各種要綱等の解釈について疑義が生じた場合は、本市と事業者は誠意を持

って協議するものとし、協議が調わない場合は当該事業協定書等に規定する具体的措置に従う。 

 

５．管轄裁判所の指定 

本事業に関する紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

６．その他 

本事業は、本事業の実施に係る予算が議会で議決されることを前提とする。 

 

７．事務局 

福岡市住宅都市みどり局都市計画部地域交通課（福岡市役所本庁舎４階） 

〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

ＴＥＬ ０９２－７０７－１０６４（直通） 

ＦＡＸ ０９２－７３３－５５９０ 

E-mail chiikikotsu.HUPB@city.fukuoka.lg.jp  


